
當
麻
往
生
院

と
知
恩
院

と
の
關
係

井

川

定

、
慶

一
、

本

尊

遷

座

當
痲
往
生
院

(奥
院
)

の
本
尊
た
る
元
祺
法
然
上
人
御
影

(木
像

・
重
要
文
化
財
指
定
)
が
知
恩
院
か
ら
こ
ち
ら

へ
遷
移
せ
ら
れ
て

來

た
こ
と
に
つ
い
て
、

『當
麻
奥
院
本
尊
遷
座
之
記
』

(奥
院
藏
)
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

「
知
恩
院
第
十
二
世
の
貫
主
誓
阿
上
人
普
觀
大
和
尚
と
て
智
道
蕪
備
に
て
お
は
し
け
る
が
御
歳
七
十
二
歳
應
安

二
年
酉
の
春
、
或
夜

恍
惚
の
う
ち
に
本
尊
圓
光
大
師
ま
の
あ
た
り
に
現
わ
れ
、
師
に
告
げ
て
曰
く
、
今
惡
人
來
り
て
吾
が
額
に
釘
を
打

つ
者
あ
り
、
.苦
痛

云
う
べ
か
ら
ず
ど
の
給
う
か
と
思

へ
ば
忽
ち
夢
さ
め
ぬ
。
師
驚
き
直
ち
に
參
堂
し
御
影
を
拜
謄
し
玉
う
に
痛
ま
し

い
哉
、
御
額
に
竹

釘
の
打
て
あ
り
け
る
を
、
師
泣
く
ー

釘
を
拔
き
玉
う
に
、
血
の
流
れ
出
る
こ
と
恰
か
も
肉
身
の
如
し
。
此
の
靈
驗
を
衆
人
聞
き
傳

え
て

『血
垂
れ
の
御
影
』
と
稱
し
奉
る
。
」

か
く
て
同
年

(應
安
ご
年
ー

コ
三
ハ
九
)

四
月
七
日
は
法
然
上
人
御
誕
生
の
聖
日
に
當
る
が
、
誓
阿
上
人
の
夢
枕

に
法
然
上
人
が
お
立

ち
に
な
り

「
我
れ
本
地
は
大
和
國
當
麻
寺
に
あ
り
、
我
を
彼
の
地
に
移
す

べ
し
」

當
痲
往
生
絖
と
知
恩
院
と
の
關
係

ヅ



二

と
。
夢
さ
め
て

「
さ
て
も
不
思
議
な
夢
を
見
る
も
の
か
な
」
と
思
召
し
乍
ら
移
轉
の
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
手
筈
を
も
施
さ
ず
等
閑
に
せ

ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
同
じ
夢
告
を
引
續
き
六
夜
に
互

つ
て
蒙
る
こ
と
に
な
り
、
途
に

一
大
決
心
を
さ
れ
た
が

「
ま

て
し
ば
し
若
し
も
天

魔

の
た
ぐ

い
の
い
た
づ
ら
で
も
あ
る
ま

い
か
」
と
十
四
日
の
夜
誓
阿
上
人
唯
だ

一
人
で
御
影
前
に
跪
き
申
さ
る
る
よ
う

「
此
の
程
毎
々
夢
告
を
蒙
る
が
、
是
れ
は
な
か
く

容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
、

一
般
の
信
者

へ
與
え
る
影
響
も
大

へ
ん
な
ら
ん
か
と
考

え
ら
れ
る
。
仰
ぎ
願
わ
く
は
上
人
御
慈
悲
を
垂
れ
さ
せ
今

一
度
夢
の
虚
實
を
示
さ
せ
給
え
」

と
丹
誠
を
凝
ら
し
所
願
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
夜
も
深
更
に
及
び

「汝
が
夢
に
入
り
て
告
ぐ
る
な
り
。
早
く
彼
の
地

に
移
す
べ
し
」

と
、
同
じ
御
聲
を
三
度
ま
で
く
り
返
さ
れ
給
う
た
の
で
あ
る
。
誓
阿
上
人
五
體
投
地
し
て
拜
受
し
、
夜
の
明
け
る
の
を
待

つ
て

一
山
の

大
衆
を
召
集
し
て
事
の
次
第
を
披
露
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
是
れ
は
ま
た
不
思
議
、
大
衆
も
殘
ら
ず
皆
同
U
夢
を
感
得

し
て
い
た
こ
と
を
異

口
同
音
に
て
答
え
た
と
い
う
。

そ
こ
で
大
衆
は
是
れ
は
こ
の
ま
ま
黙
止
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
ぬ
が
、
先
づ
朝
廷
の
天
氣
を
お
何

い
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
衆
議

一
決
し
た
の
で
あ
る
。

誓
阿
上
人
は
更
に

一
考
を
め
ぐ
ら
し
、
勅
命
に
よ
つ
て
作
ら
れ
て
い
る

「
法
然
上
人
行
状
繪
圖
」

(勅
修
御
傳
・
四
+
八
卷
)
の
正
副

二
本
が
知
恩
院

の
寳
庫
に
藏
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
大
切
な
る
御
傳
を
萬
が

一
に
も
火
災
に
遭
う
と
せ
ぼ

一
時
に
兩
本
燒
失
し
て

は
惜
し
い
か
ら
、

一
本

(副
)
を
離
れ
た
大
和
の
當
麻
に
移
し
て
お
い
た
な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で
あ

つ
た
。
早
速
時
の
み
か
ど
後
光
嚴

天
皇
に
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、
殊
更
に
叡
感
ま
し
く

御
影
と
御
傳
の
移
轉
を
勅
許
あ
ら
せ
ら
る
。
即
ち

後
光
嚴
院
勅
書

知
恩
院
安
置
法
然
上
人
直
作
の
遺
像
夢
告
及
數
度
大
和
國
當
痲
寺
遯
迭
往
生
院
造
立
之
上
は
遺
像
安
置
常
行
佛
號
勤
修
之
志
願
兩
院



兼
帶
寺
務
之
條
於

勅
許
者
永
可
爲
本
寺
職
者
也

と

い
う
。

何
故
當
麻
の
地

へ
御
本
尊
を
遷
移
し
た
の
で
あ
ら
う
。
奥
院

の
寺
傳
は
上
記
の
夢
物
語
に
基
い
た
と
あ
る
が
、
是

れ
は
右

の
本
文
に

上
人
を
指
し
て

「
圓
光
大
師
」
と
云

つ
て
い
る
か
ら
元
碌
十
年
正
月
十
八
日
の
膾
號
以
降
の
記
述
で
あ
つ
て
、
應
安
二
年
の
誓
阿
上
人

當
時
よ
り
既
に
少
く
と
も
三
百
二
十
八
年
經
過
し
た
1

後
世
の
記
録
で
あ
る
こ
を
銘
記
せ
ね
ば
な
ら
な

い
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ

と

は
、
應
安
二
年
は
南
北
朝
時
代
で
、
其
の
前
年

(應
安
元
年
)
に
は
後
村
上
天
皇
崩
ぜ
ら
れ
十
二
月
に
長
慶
天
皇
が
住
吉
の
御
在
所

よ
り
吉
野

へ
移
ら
れ
て
い
る
し
、
同
二
年

一
月
に
は
楠
木
正
儀
が
足
利
義
滿
に
降
伏
を
申
入
れ
、
そ
れ
に
對
し
て
楠
木

一
族
が
正
儀
を

攻

め
、
四
月
に
入
つ
て
幕
府
は
正
儀
を
救
援
す
る
も
、
桃
井
直
常
が
越
中
で
擧
兵
す
る
と
い
ふ
か
ら
、
京
洛
の
混
雜
は
想
い
や
ら
れ

何
時
兵
火
に
罹
る
か
と
も
案
ぜ
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
か
丶
る
時
は
最
近
の
太
夲
洋
戰
爭
當
時
の
ご
と
く
、
田
舎

に
疎
開
す
る
こ
と
を

先

ず
考
え
る
こ
と
と
察
せ
ら
れ
る
。

こ
の
後

の
應
仁

の
大
亂
に
際
し
て
は

知
恩
院
黒
谷
百
萬
遍
等
皆
兵
燹
二
罹

ル
、
當
山
周
譽
珠
琳
開
租
ノ
影
像
ヲ
奉
ジ
テ
江
州
伊
香
立
二
逃

レ
寺
ヲ
立
テ
奉
安

ス
之
ヲ
新
知

恩
院
ト
號
ス
、
勅
傳
其
他
寳
物

ハ
西
山
廣
谷
ノ
民
家
二
移

シ
難

ヲ
逃
ル

(義
山
行
業
記
)

と

い
う
處
置
を
と
つ
た
こ
と
を
想

い
合
は
す

べ
き
で
あ
る
。

次
に
當
痲
の
地
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
前
記
の

『知
恩
院
本
尊
遷
座
之
記
』

に

「
我
れ
本
地
は
大
和
國
當
痲

寺

に
あ
り
、
我
を
彼
の
地
に
移
す

べ
し
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

法
然
上
人
の

「
本
地
」
は
勢
至
菩
薩
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
當
痲
寺
に
は
有
名
な
當
痲
曼
陀
羅

(觀
經
淨
土
變
相
)
が
保
存
せ

當
蹴
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

三



四

ら
れ
廣
く
信
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
此

の
變
相
造
作

の
發
願
主
は
中
將
法
如
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
織
成
す
る
に
丁

つ
、て
、
觀
音
、
勢
至

の

兩
菩
薩
が
化
尼
と
な
つ
て
助
成
し
た
と
云
ひ
傳
え
ら
れ
る
。
印
ち
、
元
祀
上
人
の
本
地
た
る
勢
至
菩
薩
の
性
根
籠

め
て
つ
く
ら
れ
た
觀

經

淨
土
變
相
の
安
置
せ
ら
れ
て
い
る
當
痲
寺
が
元
祀
上
人
に
ゆ
か
り
が
深

い
土
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
誓
阿
上
人
が
こ

れ
ら
の
當
痲
曼
陀
羅
縁
起
を
腦
裡
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
從
來
元
詛
上
人
夢
告
と
い
う
型
に
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ら
う

と
解
せ
ら
る
。

私
は
後
に
江
州
の
伊
香
立
を
選
ん
で
知
恩
院
を

一
時
的
に
避
難
せ
し
め
た
こ
と
よ
り
も
此
の
當
痲
の
靈
蹟

へ
遷
ら
れ
た
誓
阿
上
人
に

對

し
て
適
地
選
擇
の
點
で
鑑
識
の
高

い
こ
と
を
賞
讃
し
た
い
の
で
あ
る
。

二
、
當

麻

寺

偖
て
當
麻
寺
で
あ
る
が
、
大
和
夲
野
の
西
に
餐
ゆ
る
姿
の
美
し
い
二
上
山
の
麓
に
位
し
幽
邃
閑
雅
の
淨
境
と
稱

し
た
い
。
此
の
地
に

奈
良
朝
天
夲
の
昔
に
、
藤
原
豐
成
卿
の
女
印
ち
中
將
法
如
が
淨
土
曼
陀
羅

(當
痲
曼
陀
羅
と
も
觀
經
曼
陀
羅
と
も
觀
經
淨
土
變
相
と
も
稱
す
)

を
織
成
し
て
安
置
せ
ら
れ
た
曼
陀
羅
堂
が
境
域
内
に
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
淨
土
教
信
仰
者
の
崇
敬
の
的
と
せ
ら
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。

ぜ
ん

と
こ
ろ
で
當
麻
寺
と
い
う
の
は
用
明
天
皇
の
皇
子
麿
子
王
の
開
創
に
か
か
り
、
初
め
は
萬
法
藏
院
ま
た
は
禪
林
寺

と
も
號
し
、
も
と

は
二
上
山
の
西
麓
河
内
國
に
あ
つ
た
の
を
白
鳳
ご
年

(六
七
三
)
に
此
の
當
麻
の
地
に
移
し
て
い
る
。

こ
こ
は
役
小
角
の
練
行
し
た
宅

阯

で
あ

つ
と
云

い
傳
え
ら
れ
る
。
現
在
の
境
内
は
三
萬
七
千
二
百
餘
丞
-方
メ
ー
ト
ル

(
=
西

○
○
坪
)
で
あ
る
。

現
在
近
鐵
當
麻
寺
驛
よ
り
西
方

一
キ
ロ
、
東
門
を
入

つ
て
其
の
正
面
に
見
え
る
曼
陀
羅
堂
が

一
山
の
本
堂
の
觀
を

な
し
て
い
る
が
、

實

は
白
鳳

(天
李
前
期
)
時
代
の
伽
藍
配
置
を
な
し
て
い
る
。
本
來
な
ら
南
か
ら
入
つ
て
其
の
左
右
に
西
塔
、

東
塔

が
あ
り
、
正
面
に



金
堂
、
そ
の
後
方
に
講
堂
が
あ
り
、
其
れ
ら

の
堂
内
に
は
立
派
な
佛
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

金
堂

(明
治
三
二
年
四
月
國
寶
指
定
)
は
五
間
四
面
、單
層
入
母
屋
本
瓦
葺
の
重
文
建
造
物
で
本
尊
塑
像
は
彌
勒
菩
薩
坐
像

(明
治
四
ご
年

九
月
國
寳
指
定
)

を
安
置
し
、
建
築
樣
式
は
鎌
倉
時
代
に
屬
し
て
い
る
が
、

堂
前
に
白
鳳
期
の
石
燈
籠

一
基
が
建
つ
て
い
て
其
の
原

初

を
偲
ぼ
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

講
堂

(明
治
三
二
年
四
月
國
寶
指
定
)

は
七
間
四
面
、

單
層
四
階
本
瓦
葺

の
重
文
建
造
物
で
金
堂
と
同
じ
く
著
し
く
奈
良
朝
風
を
帶
び

て
い
る
が
鎌
倉
末
葉

の
も
の
で
あ
る
。
内
陣
は
五
間
二
面
で
内
陣
柱
に
は
出
組
斗
拱
を
組
み
、
小
天
井
を
設
け
更
に
支
輪
に
よ
つ
て
折

上
げ
小
組
格
天
井
を
な
し
、
三
間

一
面

の
須
彌
壇
上
の
中
央
に
本
尊
木
造
阿
彌
陀
坐
像
を
安
置
し
て
い
る
。

ま
た
西
塔
は
三
層

(各
層
三
問
四
面
)
本
瓦
葺
の
新
國
寳
建
造
物

(昭
和
二
七
年
三
月
指
定
)
高
さ
八
丈

一
尺
八
寸

(二
四
.
八
牛
)
各
層

軒

は
二
重
種
三
手
先
組
物
を
使
用
し
て
い
る
。
當
麻
寺
は
治
承
年
間
に
兵
火
に
罹
り
諸
堂
宇
は
殆
ん
ど
燒
失
し
て
鎌
倉
時
代
に
再
建
し

た
の
で
あ
る
が
、
東
西
兩
塔

の
み
は
難
を
冤
れ
奈
良
朝
の
建
築
を
今
に
傳
え
て
い
る
。

東
塔
は
西
塔
に
封
立
し
同
じ
く
三
層
塔
で
本
瓦
葺
高
さ
七
丈
六
尺

(二
三
米
)
新
國
寳
建
造
物

(昭
和
二
七
年
六
月
指
定
)
で
其

の
構
造

樣
式
と
も
西
塔
と
同
U
く
形
態
よ
く
整

い
造
立
全
體
は
西
塔
よ
り
も
古
く
よ
き
建
築
物
で
あ
る
。

曼
陀
羅
堂
は

一
般
の
歸
仰
を
う
け
て
い
る
藕
糸
織
成
の
阿
彌
陀
淨
土
曼
陀
羅
を
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
た
處
か
ら
、
か
く
呼
ぼ
れ
る

の
で
あ
る
。
堂
宇
は
桁
行
七
聞
奥
間
六
間
、
單
層
四
注
本
瓦
葺
の
新
國
寳
建
造
物

(昭
和
二
七
年
三
月
指
定
)
で
あ
る
。
近
年
大
修
理
さ

れ
屋
根
を
葺
替
え
た
と
こ
ろ
瓦
葺
の
下
に
ム
ニ

つ
棟
包
の
屋
根
が
あ
0
、、

永
暦

二
年

(
=

六
一
)

の
棟
木
銘
が
發
見
さ
れ
、
李
安
末

期

の
建
立
と
い
う
こ
と
が
到
明
し
た
の
で
あ
る
。
内
陣
佛
壇
の
正
面
に
は
本
尊
の
淨
土
曼
陀
羅
を
掲
揚
し
て
い
る
が
、
其
の
裏
面
に
は

俗

に

「
板
曼
陀
羅
」
と
稱
し
て
原
初
の
曼
陀
羅
が
貼
布
せ
ら
れ
て
い
た
古

い
板
が
厨
子
で
覆

い
か
く
さ
れ
て
い
て

一
年
に

一
度
開
扉
さ

當
痲
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

五



六

れ
五
月
十
四
日
と
十
五
日
の
二
日
の
み
公
開
し
拜
觀
に
供
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
古

い
板
面
を
よ
く
觀
察
す
る
に
原
初

の
曼
陀
羅

の
藕
糸

が
と
こ
ろ
く

に
點
々
と
殘
存
し
板
面
全
體
に
お
ぼ
ろ
氣
な
曼
陀
羅

の
あ
と
を
偲
ば
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
さ

て
本
尊

の
厨
子
及
び

そ

の
前
に
あ
る
須
彌
壇
は
、
仁
治
三
年
源
頼
朝

の
遺
願
に
ょ
り
將
軍
頼
經
が
修
復
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
佛
壇
に
は
螺
鈿
を
以

て

「奉
貝
磨
了
寛
元
元
年
五
月
日

尼
眞
蓮
」
の
銘
を
遺
さ
れ
て
い
る
。
建
築

の
手
法
様
式
に
著
し
く
鎌
倉
式

の
特
徴
を
存
し
て
い
る

か
ら
仁
治

・
寛
元
の
頃

(
=
西

○
ー
四
七
)

の
再
造
に
よ
る
ど
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
惟
う
に
こ
の
堂
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
堂

を
再
用
し
つ
つ
永
暦
年
間
に
現
在

の
形
と
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
内
陣

の
年
代
は
樣
式
上
、
奈
良
時
代
後
期
ご
ろ
と
見
ら
れ
る
し
、

本

堂
裏
の
閼
伽
棚
は
文
永
ご
ろ
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
曼
陀
羅
を
か
け
る
六
角
形

の
厨
子
及
び
螺
鈿
を
ち
り
ば
め
た
佛
壇
は
夲
安

初

期
を
下
ら
ぬ
作
で
柱
の
漆
繪
、
軒
う
ら
の
李
文
な
ど
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
工
藝
品

で
あ
る
。

は
き

さ
て
原
初

の
淨
土
曼
陀
羅
は
縁
起
に
よ
つ
て
、
天
李
寳
字
年
中

(七
五
七
ー
六
五
)
横
偲
右
大
臣
藤
原
豊
成
卿

の
姫
、
中
將
法
如
が
藕

糸

(は
す
い
と
)
を
も

つ
て
織
成
し
た
と
云

い
傳
え
ら
る
、
も
と
ー

觀
無
量
壽
經
の
所
読
を
唐
の
善
導
大
師
が
解
釋
し
た

『
觀
經
疏
』

に
基

い
て
い
る
。
是
を
拜
觀
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
西
方
阿
彌
陀
淨
土
を
欲
求
せ
し
め
る
よ
う
に
趣
考
を
こ
ら
し
た
も

の
で
あ
つ
て
、
此

れ
と
よ
く
似
た
佛
書
は
近
年
西
域
燉
煌
石
窟
か
ら
多
數
發
見
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
善
導
大
師

の
傳
記
に
も
淨
土
の
變
相
三
百
舗
を
つ
く

る
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
申
國
の
隋
唐
か
ら
の
佛
教
文
化
の
影
響
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
、
中
央
に
阿
彌
陀
三
尊
像
を

描
き
左
に
序
分
十
段
、
右
に
日
想
觀
以
下
の
十
三
觀
、
下
に
は
上
品
上
生
か
ら
下
品
下
生
に
至
る
九
品
來
迎
を
圖
示
さ
れ
て
い
る
。
竪

横

と
も
に
十
二
尺
五
、

六
寸

(三
.
〇
八
米
)

の
大
幅
で
あ
る
。
原
初

の
根
本
曼
陀
羅
は
上
記
す
る
如
く
元
來
板
に
貼
布
せ
ら
れ
て
い

た
も
の
を
保
存
の
た
め
を
考
え
て
は
が
し
て
書
幅
仕
立
と
し
て
別
に
寳
藏
に
保
管
し
、
曼
陀
羅
堂
に
寫
本
を
掲
揚

し
て
來
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
も
千
二
百
餘
年
の
問
に
少
く
も
二
、
三
回
轉
寫
せ
ら
れ
現
在
の
本
尊
は

「
文
螽
曼
陀
羅
」
と
稱
せ
ら
れ

て
い
る
。
後
柏
原
天



皇
が
御
生
母
准
三
后
御
菩
提
の
爲
め
に
書
師
法
橋
慶
舜
、
法
橋
專
慶
の
兩
人
に
書
か
し
め
、
文
字
は
天
皇
御
自
ら
宸
翰
を
染
め
さ
せ
ら

れ
た
も
の
と
云
ひ
傳
う
。
保
存
よ
く
原
圖
の
面
影
を
偲
ぶ
に
は
充
分
で
あ
る
。
絹
本
着
色
で
明
治
三
十
年
十
二
月
に
早

く
も
國
寳
に
指

定

せ
ら
れ
て
い
る
。

な
ほ
此
の
淨
土
曼
陀
羅
に
對
す
る

一
般

の
信
仰
は
殊

の
外
厚
く
、
淨
土
教
崇
信

の
道
俗
が
、
古
來
此
れ
を
求
め
、
是
れ
を
拜
觀
引

る

こ
と
を
憧
樶
し
た
も
の
で
あ

つ
て
、
法
然
上
人
の
高
弟
西
山
證
空
上
人
は
格
別
蓴
崇
せ
ら
れ
曼
陀
羅
の
註
記
を
著

は
し

て

い
る

し
、

『融
通
念
佛
縁
起
』
に
よ
る
と
、
結
縁

の
信
者
の
法
名
を
書
き
綴

つ
て
此
の
曼
陀
羅
堂
に
納
入
す
る
と
記
さ
れ
て

い
る
。

奥
院

の
開
基

(知
恩
院
第
+
二
世
)
誓
阿
普
觀
上
人
が
七
夜
連
續
し
て
元
祀
上
人
の
夢
告
を
蒙
り
、
我
が
本
地
た

る
大
和
の
當
麻
寺
に

我

が
影
像
を
移
さ
れ
た
い
と
懇
請
せ
、b
れ
た
と
う
の
も
實
は
此
の
曼
陀
羅
の
あ
る
靈
場
で
あ

つ
た
か
ら
で
あ

つ
て
・
元
租
上
人
の
夢
告

と

?
つ
形
式
で
誓
阿
上
人
が
か
ね
て
欣
慕
し
て
い
た
當
靨

又陀
羅
の
ゆ
か
り
の
地
を
求
め
て
戰
亂
と
な
り
そ
う
な
京
都
の
知
恩
院

の
地

か
ら
此
の
閑
寂
な
當
麻
を
あ
こ
が
れ
移
り
來

つ
た
と
解
す

べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

三

、
本
尊

御
影

と
勅

修
御

傳

さ
て
知
恩
院
の
御
本
尊
と
い
え
ば
、
勅
傳
卷
三
十
七
に
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

「武
藏
の
禦

人
桑
原
奮

門
入
道
黐

と
申
け
る
も
の
、
上
人
の
化
導
を

つ
た
え
き
き
て
・
吉
水
の
纏
房
へ
た
つ
ね
參

り
て
念
佛

往
生
を
教
え
ら
れ
た
て
ま
つ
つ
て
の
ち
に
、
但
信
稱
名

の
行
者
に
な
り
に
け
れ
ば
、
館
國
の
お
も

い
を
や
め
祗
園

の
西
の
大
門
の
北

つ
ら
に
居
を
し
め
て
、
常
に
上
人
の
禪
堂
に
參
じ
て
不
審
を
決
し
、
念
佛
怠
り
な
か
り
け
る
が
、
無
始
よ

り
こ
の
か
た
常
没
流
轉
し

て
出
離
そ
の
期
を
し
、b
ぬ
身

の
忽
ち
に
他
力
に
乘
じ
て
往
生
を
途
げ
永
く
生
死
の
き
つ
馨

切
ら
ん
事
ひ

と
え
に

こ
れ
上
人
御
教
誡

當
痲
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

七



八

の
ゆ
え
な
り
と
て
、
報
恩
の
た
め
に
眞
影
を
う

つ
し
と
ど
め
た
て
ま
つ
り
け
り
。
そ
の
志
を
感
じ
て
上
人
自
ら
是
れ
を
開
眼
し
給
う
。

上
人
御
往
生
の
後
に
偏

へ
に
生
身
の
お
も

い
を
な
し
て
朝
夕
に
歸
依
渇
仰
す
。
か
の
入
道
つ
い
に
種
々
の
奇
蹟
を
現
わ
し
往
生
の
素

懐
を
邃
け
に
け
り
。
年
來
同
宿
の
尼
、
本
國

へ
歸
り
下
る
時
、
彼
の
眞
影
を
知
恩
院

へ
途
た
て
ま

つ
る
。
當
時
御
影
堂
に
お
は
し
ま

す
木
像
こ
れ
な
り
」

師
ち
知
恩
院
御
本
尊
は
此
の
縁
起
の
如
く
桑
原
左
衛
門
入
道
に
よ
つ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
此
の
桑
原
左
衛
門
入
道
の
彫
作
御
影
を
當
麻

へ
遷
座
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
に
、
當
麻
往
生
院
の
寺
傳
に
は

「法
然
上
人
が
四
十
八
歳
の
時
に
鏡
に
向
は
せ
ら
れ
て
自
ら
彫
刻
し
、
四
十
八
ケ
度
開
眼
せ
ら
れ
た
の
で

『鏡
の
御
影
』
と
も
稱
し

奉

る
」
と
い
う
て
い
る
。
ま
た
、

『遷
座
之
記
』
に
は
當
時
知
恩
院
に
は
御
自
作
の
御
影
が
三
躰
あ

つ
て
此
の
御
影

は
其
の
中
の

一
體

で
あ
る
と
も
傳
え
て
い
て
、
知
恩
院
の
本
尊
で
あ
つ
た
唯

一
の
御
影

(桑
原
左
衛
門
彫
作
)
を
當
麻

へ
邉
座
し
た
と
は
云
ひ
切

つ
て
い

な

い
の
で
、
そ
こ
に
知
恩
院
本
尊

の
こ
と
も
考
え
た
意
味
深
重
な
る
寺
傳
で
あ
る
こ
と
を
味
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
當
麻
往
生
院
本
尊
の
法
然
上
人
坐
像

(木
像
)

一
躯
は
夙
に
國
寳
に
指
定
さ
れ
て
い
て
、
鎌
倉
時
代

の
省
像
彫
刻
中

で
も
殊
に
傑
出
し
て
い
る
と
は
專
門
家
の
ひ
と
し
く
認
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
勅
修
法
然
上
人
繪
傳
四
十
八
卷
を
知
恩
院
よ
り
當
麻

へ
移
し
た
こ
と
で
あ
る
。

四
十
八
卷
傳
は
知
恩
院
第
八
世
如

一
國
師
が
伏
見
、
後
伏
見
、
後
二
條
の
三
帝
の
御
歸
崇
を
う
け
て
い
た
ヒ
こ
ろ

か
ら
、
元
租
法
然

上
人
傳
記
の
立
派
な
も
の
を
完
成
さ
せ
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
そ
れ
ま
で
に
出
來
て
い
る
法
然
上
人
傳
に
は

「
知
恩
院
」
の
事
が

何
ら
記
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、
幸

い
三
帝

の
勅
願
と
し
て
當
時
比
叡
山
功
徳
院
に
住
む
學
僣
で
如

一

國
師

の
お
弟
子
で
淨

土
宗

の
こ
と
を
よ
く
知

つ
て
い
る
關
係
に
あ
つ
た
舜
昌
法
印
に
其

の
編
集
を
委
囑
す
る
御
許
し
を
行
て
實
行
に
移



し
た
の
で
あ
る
。
、其

の
傳
記

の
草
稿
が
ま
と
ま
る
と
、
上
記

の
三
帝

の
宸
翰
や
公
卿
方

の
染
毫
助
力
も
あ
つ
て
四
十
八
卷
ど
い
ふ
膨
大

な
も
の
に
な
つ
た
。
そ
れ
に
添
え
て
意
味
を
表
示
す
る
繪
は
當
代

の
名
手
土
佐
吉
光
と
其

の

一
派
に
彩
筆
を
揮

つ
て
も
ら
つ
た
の
で
あ

る
。
編
者

の
舜
昌
は
自
ら
の
著

『
述
懷
鈔
』
に

「不
圖
勅
命
ヲ
ウ
ケ
法
然
上
人
ノ
勸
化
ヲ
書
圖

二
寫
シ
」
と
前
後

の
經
緯
を
記
し
て
や

る
こ
ど
で
確
か
で
あ
る
し
、
同
時
代
の
旭
蓮
肚
澄
圓
は

『淨
土
十
勝
節
箋
論
』
に

「
知
恩
院
別
當
法
印
大
和
尚
位
舜
昌
、
得
レ
之
而
爲
二

租
師
行
歌
齧
圖
之
詞
己

と
記
し
て
い
る
。

四
十
八
卷
傳
が
出
來
上
る
と
な
か
く

立
派
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
朝
廷
で
も

一
本
を
保
存
し
て
お
き
た
い
と
の
思
召
し
か
ら
複
製

せ
し
め
ら
れ
て
秘
庫
に
藏
せ
ら
れ
て
い
た
の
を
知
恩
院

へ
お
下
げ
渡
し
に
な
つ
て
知
恩
院
に
は
正
副
二
本
が
保
管
せ
ら
れ
て
い
た
の
で

あ

る
が
、
上
に
記
す
如
く
第
十
二
世
誓
阿
上
人
が
元
租
大
師
の
御
影
を
當
麻

へ
遷
座
す
る
際
に
副
本

の
方
を
同
時
に
此

の
奥
院

へ
持
參

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
今
日
に
至

つ
て
い
る
と
い
う
の
が
往
生
院
の
寺
傳
で
あ
る
、
ま
た
鹿
谷
法
然
院
忍
澂
上
人
は

『
御
傳
縁
起
』
に

「
其
後
吉
水

(知
恩
院
)
十
二
世
誓
阿
上
人
宸
翰
を
秘
藏
し
思

い
給

い
け
る
餘
り
、
若
し
は
か
ら
ざ
る
に
非
常
の
災
な
ど
に
あ

い
て

兩
部
の
御
傳

(正
、
副
)
、

時
の
ま
の
鳥
有
と
も
な
り
な
ぽ
い
か
ぼ
か
り
心
う
き
わ
ざ
な
り
可
け
れ
ば
、

一
部
を

ぽ
い
か
に
も
世
離

れ
た
ら
ん
は
る
け
き
名
山
に
藏
し
て
末
の
世
の
寳
券
に
殘
さ
ば
や
と
、
常
に
遠
き
慮
を
め
ぐ
ら
さ
れ
け
る
が
、
老
後
に
和
州
當
麻
の

往
生
院

(奥
院
)
に
退
居
し
給
ひ
け
る
時
、
御
正
本
は
あ
ま
た
の
宸
翰
、
名
筆
備
足
し
て
謁
圖
の
彩
色
ま
で
殊
に
勝
れ
て
嚴
重
な
り

し
か
ば
、
こ
れ
を
吉
水

(知
恩
院
)

の
寳
藏
に
留
め
ら
れ
、
副
本

一
部
を
随
身
し
て
往
生
院
の
寳
藏

に
納
め
ら
れ
け
り
、、
今
に
相
傳

え
て
か
の
寺
に
第

一
の
靈
寳
と
崇
む
る
是
な
り
云
々
」

と
記
し
て
裏
書
し
て
い
る
α

更
に
知
恩
院
所
藏
の

『
舊
記
採
要
録
』
に
は

當
痲
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

九



一
〇

「
第
+
二
世
誓
阿
上
人
住
持
之
時
康
安
元
年

(
正
李
六
年

=
二
亠企

)
宗
祀
大
師
百
五
+
回
遠
忌
に
當

て
、

勅
し
て
慧
光
菩
薩
之
諡
號
を
賜
う
。

又
誓
阿
上
人

へ
詔
し
て
の
給
わ
く
、
祀
師

の
傳
正
本
副
本
と
も
甲
乙
な
し
、
就
中
重
寫
の

一
本
は
第

一
、
第
十

一
、
第
三
十

一
の

三
卷
は
伏
見
法
皇
の
宸
翰
、
第
八
、
・第
廿
の
二
卷
は
世
尊
寺
從
三
位
行
俊
卿
の
筆
殘
る
。
第
四
十
三
卷
後
伏
見
上
皇
悉
く
宸
翰
を

染
さ
せ
給
う
。
叡
願
又
た
ぐ
い
な
し

一
庫
に
兩
部
を
秘
藏
し
、

若
不
レ
圖
非
常

の
災
あ
り
て

一
時
に
烏
有
と
も
な
り
な
ば
う
き
事

の
限
り
な
る
べ
け
れ
ば

一
部
は
い
か
に
も
世
は
な
れ
た
ら
ん
は
る
け
き
名
山
に
殘
し
て
末
代
の
寳
券
に
殘
す
べ
し
と
の
勅
諚
に
よ

り
、
大
加
國
當
麻
寺
の
奥
に

一
宇
を
建
立
し
佛
殿
に
は
宗
祀
大
師
の
眞
影
を
安
置
し
、
寳
庫
に
は

一
部
の
勅
傳
を
藏
す
。
兩
傳
と

㌧
も
今
に
相
傳

へ
現
存
し
、

一,宗

の
靈
寳
天
下

の
美
玉
と
崇
む
。
是
皆
朝
恩
の
し
か
ら
し
む
る
所
也
と
云
々
」

と
あ
り
、
右
の
文
中
上
人
を
宗
詛
大
師
と
稱
し
て
い
る
の
は
大
師
號

「圓
光
」
の
下
賜
さ
れ
た
元
碌
十
年

(
=
ハ
九
七
)
正
月
十
八
日

以
降
の
記
録
作
成
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
、
前
掲
の
忍
澂

『
御
傳
縁
起
』
に
、
文
章
の
相
似
せ
る
點
よ
り
忍
澂
以
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

・

、

當
麻
往
生
院
所
藏
の

『
奥
之
院
縁
起
』
,に
は
、

「
奥
之
院
に
安
置
せ
る
大
師
の
眞
影
は
元
知
恩
院
に
崇
め
在
り
し
を
應
安
三
年

(
一
三
七
〇
)

の
春
勅
許
に
依
り

て
十
二
世
誓
阿

上

人
當
院
を
開
基
し
て
勅
修
御
傳
副
本
と
倶
に
納
め
奉
る
」

と
移
管
の
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。
知
恩
院

『舊
記
録
』
の
康
安
元
年

(
一
三
六
一
)

と
は
年
次
に
於
て
九
年
の
差
異
あ
る
だ
け
で
其
他

の
内
容
は
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
但
し
此
の

『
奥
之
院
縁
起
』
も
後
世
の
撰
述
で
あ
る
。
奥
院
で
は
第
三
世
入
阿

(知
恩
院
第
十
八
世
)

の
撰
と
し
て
い
る
が
、
現
存
す
る
も
の
は
慶
應
二
年

(
一
八
六
六
)

に
第
四
十
九
世
現
阿
大
縁
が
書
寫
と
な

つ
て
い
て
、

こ
れ
も
文
中

に
上
人
を

「
大
師
」
と
呼
ん
で
い
る
點
か
ら
入
阿
時
代
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
な
く
、
元
祿
十
年
以
降
で
あ
り
隨
て
其

の
内
容
の
信
憑
性



は
甚
だ
薄

い
の
で
あ
る
。
・

、
以
上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
當
麻
本
四
十
八
卷
傳
の
移
轉
事
情
に
就
て
は
確
た
る
史
料
が
な

い
わ
け
で
、
知
恩
院
第
十
二
世
誓
阿
が
本

尊
御
影
と
同
時
に
携
行
し
來
つ
た
と

い
ふ
こ
と
は

『
奥
之
院
縁
起
』
以
外
に
は
確
證
が
な
い
の
で
あ
る
、
而
か
も
現
存
の
當
麻
本
四
十

八
卷
傳
は
知
恩
院
本
作
成
直
後
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
其

の
作
製
は
い
つ
か
。
誓
阿
の
あ
と
知
恩
院
か
ら
當
麻
往
生
院
に
退
隠
し
た
の
は
前
記
の
入
阿
で
あ
る
。
但
し
何
年
に
大
和

へ
移
つ
た
も
の
か
知
恩
院
、
往
生
院
の
兩
方
記
録
に
も
到
明
せ
な
い
が
、
知
恩
院
で
は
入
阿
の
あ
と
堯
譽
隆
阿
(断
九
)
空
興

止
+
)
大

譽
慶
竺
(廿
一
世

)
羨

第
し
退
隱
し
た
入
阿
(丗
八
)
は
籥

世
代
中
の
文
甕

年

(
聾
膕
)
八
月
廿
山ハ
是

示
寂
し
て
い
る
・

b
ど
こ
ろ
で
二
十
世
空
禪
の
世
代
中
に
四
十
八
卷
傳
が
知
恩
院
か
ら
伊
勢
兵
庫
助
亭

へ
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
を
中
原
康
富
が
見
て
い

る

(康
富
記
文
安
元
年
六
月
十
、
十

一
兩
日
の
條
)

ま
た
江
州
金
勝
寺
に
於
て
永
享
九
年
八
月

日
に
玉
泉
坊
覺
泉
が
法
然
上
人
繪
傳
を
抄
寫
し
て
お

い
た
も
の
を
十

一
年
後
の
文
安
四

年
十
月
廿
五
日
、更
に
複
寫
し
た
も
の
遊
近
衛
家
文
書

(當
時
京
都
帝
國
大
學
寄
托
申
)
九
萬
八
千
餘
點

の
古
文
書
類
を
整
理
中
に
偶
然
に

も
、

、蠻
見
す
る
・、
髪

得
券

で
あ
る
.
勢

『
法
然
上
人
繪
詞
(雛

鞦

)
二
卷
』
(燗
騨

嬲
明
)
の
奥
書
(譱

羃

献

傳
全
集
』
)

に
よ
つ
て
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

是
等
が
何
れ
も
入
阿
の
存
命
中

の
出
來
事
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
此
れ
よ
り
少
し
前

の
永
享
三
年
に
知
恩
院
が
燒
け
、
足
利
義
教
將
軍

は
再
興
を
令
し
、

翌
年
五
月
に
二
十
世
空
禪
が
知
恩
院
本
堂
勸
進
牒

(人
別
一
文
四
+
八
萬
人
に
喜
捨
を
求
む
、
そ
の
版
木
は
知
恩
院
現
存
)

を

つ
く
り
淨
財
勸
募
に
當

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

當
麻
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

一
一



=
一

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
知
恩
院
の
火
災
に
ょ
り
避
難
の
た
め
に
四
十
八
卷
傳
が
知
恩
院
よ
り
外
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
間
の

出
來
事
で
は
な
か
ら
う
か
。
師
ち
玉
泉
坊
覺
泉
が
抄
略
本
を

つ
く

つ
た
の
は
知
恩
院
火
災

(永
享
三
年
)
後
六
年
目

で
あ
り
、
伊
勢
兵

庫
助
亭
で
中
原
康
富
が
四
十
八
卷
傳
を
見
た
の
は
十
四
年
後
で
あ
る
。

『
忍
澂
御
傳
縁
起
』
に

「
も
し
は
か
ら
ざ
る
に
非
常

の
災
な
ど

に
あ

い
て
兩
部
の
御
傳
、時

の
間

の
烏
有
と
も
な
り
な
ば
、

い
か
ば
か
り
心
う
き
わ
ざ
な
る
可
け
れ
ば
、
一
部
を
ぽ
い
か
に
も
世
離
れ
た

ら
ん
は
る
け
き
名
山
に
藏
し
て
末

の
代

の
寳
劵
に
殘
さ
ば
や
云
々
」
と
い
う
御
傳
移
轉
の
考
え
が
、
實
は
十
二
世
誓
阿
の
時
で
な
く
し

て

二
十
世
空
禪
の
代
に
な
り
、
今
眼
前
に
火
災
を
見
て
複
寫
の
副
本
を
遠
隔
の
名
山

「
大
和
當
麻
寺
」
に
殘
そ
う
と
し
、
當
麻
奥
院
三

世

(知
恩
院

十
八
を
)
入
阿

(糶

鶸

甦

+
)
の
手
に
よ
つ
て
當
麻

へ
移
管
さ
れ
て
行
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
は
勿
論
假
定
の
説
で
は
あ
る
が
、
こ
う
考
え
る
と
當
麻
本
の
出
來
た
時
代
と
合
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
伊
勢
兵
庫
助
亭
に

四
十
八
卷
傳
が
あ
つ
た
こ
と
も
或
は
複
製
本
を

つ
く
る
爲
め
で
、
あ
の
流
麗
な
當
麻
本
の
書
蹟
は
宸
翰
で
な

い
と
し
て
も
、
貴
族
上
層

階
級
の
手
で
な
く
し
て
は
到
底
及
び
難

い
も
の
で
、
此
の
兵
庫
助
亭
保
管
の
時
は
當
麻
本
複
製
途
上
で
は
な
か
ら
う

か
。

筒
ほ
當
麻
本
は
知
恩
院
本
を
見
寫
し
た
複
寫
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
大
正
十

一
年
夏
、
親
し
く
兩
本
を
校
舍
し
た
結
果
、
第

一
、

兩
本
の
實
物
を
比
較
し
て
製
作
年
時
の
差
異

(知
恩
院
が
古
く
)
あ
る
こ
と
、
第
二
當
麻
本
の
詞
書
に
は
處
々
に
、
脱
漏
の
箇
所
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

師
ち
卷
十
八
の

「私
云
淨
土
宗

の
學
者
ま
ず

(五
+
二
字
脱
漏
)
す

べ
か
ら
く
聖
道
を
す
て
.＼
淨
土
に
歸
す
べ
し
」

「
あ
る
い
は
成
就
せ
る
も
あ
り

(+
ご
字
脱
漏
)
い
ぶ
か
し
法
藏
菩
薩

の
」
、
卷
十
九
の

(廻
向
し
ま

い
ら
せ

(三
+
字
脱
漏
)
候
は
ば
や

と
こ
そ
は
」
、
卷
三
十
六
の

「
念
佛
を
も
つ

(+
九
字
脱
)

さ
き
と
す
」
の
如
き
其

の
著
し
い
例
で
あ
る
。
想
う
に
知
恩
院
本
を
見
て

書
寫
す
る
際
に
誤

つ
て
睨
漏
し
た
結
果
で
あ
り
、
當
麻
本
が
そ
の
複
寫
本
た
る
證
據
で
あ
る
。

次
に
料
紙
の
こ
と
。
印
ち
知
恩
院
本
で
は
詞
書
と
繪
相
と
は
全
ぐ
別
紙
を
使
用
し
て
い
る
の
に
、
當
麻
本
で
は
別
紙
の
と
こ
ろ
が
多



い
中
に
間
々
詞
書
が
繪
相
の
料
紙
に
喰

い
込
ん
で
い
る
こ
と
を
見
う
け
る
の
で
あ
る
。

更
に
記
せ
ぼ
四
十
八
卷
傳
の
正
副
兩
本
と
も
内
題
が
な
く
外
裝
に
題
簽
を
付
し
、
そ
れ
に
外
題
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
文
詞

書

は
別
筆
で
而
か
も
兩
査

も
通
卷
別
々
に
四
+
八
豢

里

筆
で
あ
る
・
そ
し
て
知
恩
院
本
は

疾

然
上
人
無

耡
圖
L
で
あ
り
・

○

△

當
麻
本
は

「法
然
上
人
形
歌
畫
圖
」
で
あ
る
、
此

の

「形
」
が
特
徴
で
、

一
見
し
て
知
恩
院
本
と
識
別
し
う
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
江

　

戸
時
代
の
寫
本
四
十
六
卷
傳
で
桑
名
市
久
村
源
助
氏
舊
藏
本

の
如
き
は

『法
然
上
人
形
状
書
圖
』
と
な
つ
て
い
て
當
麻
本

の
複
寫
で
あ

る
に
對
し
燈
譽
本

(永
祿
元
年
八
月
書
寫
)、
徳
富
蘇
峯
本

(慶
長
+
二
年
文
譽
書
寫
)、
爲
恭
本

(知
恩
院
、
増
上
寺
所
藏
の
嘉
永
六
年
書
寫
)

0

な
ど
知
恩
院
本
に
よ
る
も
の
は

「
行
欣
繪
圖
」
と
な

つ
て
い
る
。

而
か
も
知
恩
院
本

の
繪
相
は
詞
書
を
具
體
的
に
描
寫
す
る
こ
と
に
努
力
し
四
季
の
變
邉
を
示
す
た
め
に
草
木
を
描

き
、
風
俗
建
築
樣

式

に
も
眞
劍
に
と
り
組
ん
で
い
て
岩
繪
具
も
充
分
に
使
用
し
て
い
る
。
是
に
封
し
て
當
麻
本
は
幾
分
工
夫
を
凝
ら
し
て
補
訂
し
て
い
る

點
は
う
か
が
え
る
け
れ
ど
も
、
兩
者
を
比
較
す
る
と
、
群
參
の
人
物
の
數
を
少
く
し
た
り
、
塔
や
木
立
の
描
寫
な
ど
も
隨
分
簡
明
に
繪

具

も
薄
く
使

つ
て
聊
か
お
粗
末
な
感
を
飽
ハえ
て
い
る
。

四
、

誓
阿

上

人

の

こ
と

誓

阿
普
觀
上
人
は
知
恩
院
第
十

一
世
圓
智
上
人
の
資
で
あ
り
、
圓
智
は
退
隱
し
て
鳥
羽
法
傳
寺
を
開
き
、
ま
た
山
科
阿
彌
陀
寺
に
も

住
し
て
い
る
。
そ
の
師
は
知
恩
院
第
十
世
西
阿
で
あ
り
、
更
に
そ
の
師
は
第
九
世
舜
昌
で
あ
る
か
ら
第
八
如

一
國
師
、
第
九
舜
昌
、
第

十
西

阿
、
第
十

一
圓
智
、
第
十
二
誓
阿
と
師
資
相
承
し
て
董
職
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

知
恩
院
の

『舊
記
採
要
録
』
に
よ
る
と
朝
恩
を
厚
く
蒙
り
、
在
住
中
に
宗
祀
上
人
百
五
十
回
遠
忌
に
際
し
て
は
慧
光
菩
薩
の
諡
号
を

當
痲
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

一
三



一
四

賜

つ
て
い
る
し
自
ら
も
紫
衣
被
着

の
勅
許
を
得
て
そ
の
記
念
七
し
て
の
賜
紫
服
省
像
を
當
麻
奥
院
に
今
に
傳
來
し
て

い
る
。
ま
た
足
利

氏

の
歸
信
も
厚
く
勅
修
御
傳
の
再
餝
を
加
え
、
紙
の
繼
目
毎
に
自
ら
の
花
押
を
記
し
た
と

い
う
、
現
に
知
恩
院
本
の
繼
目
に
花
押
が
認

め
ら

れ
て
い
る
。
尚
ほ
四
十
八
卷
傳
髪
納
め
る
唐
櫃
三
合
は
足
利
家
よ
り
寄
進
せ
し
め
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
其
れ
が
知
恩
院
寳

庫

に
現
存
し
て
い
る
。
」

尚

ほ
誓
阿
上
人
が
本
願
寺
覺
如
、
存
覺
と
親

し
か
つ
た
こ
と
、
そ
し
て
存
覺
に
四
十
八
卷
傳
を
書
寫
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
付
記
し

て
お
こ
う
。

邸
ち

『存
覺
袖
日
記
』
に
よ
る
と

老
上
人

(覺
如
)
御
終
焉
、
觀
應
二
正
月
十
九
日
酉
之
中
刻
也

一
[

凵

廿

百

靉

ノ
事

河
島
ハ
程
遠
ク
所
錘

r

ア
レ
バ

大
祀
舊
例
ニ
マ
カ
セ

延
仁
嵜

然

問
答

當

住
誓
阿
懇
義

二
取
持

廿
三
日
朝
出
、棺

(以
下
略
)

と

「
當
住
誓
阿
」
が
懇
義
に
と
り
も
つ
て
く
れ
て
出
棺
し
た
と
あ
る
し
、

『慕
歸
繪
詞
卷

一
〇
』

に
は

(上
略
)
兩
三
日
は
殯
迭

の
儀
を
も
い
そ
が
ね
ど
も
、
か
く
て
も
あ
る
べ
き
歟
と
て
、
第
五
箇
日
の
曉
知
恩
院
の
沙
汰
と
し
て
、
彼

等
の
長
老
僭
衆
を
な
び
き
迎
と
り
て
、
延
仁
寺
に
し
て
空
し
き
烟
と
な
し
け
る
は
、
あ
は
れ
な
り
し
事
の
な
か

に
も

(以
下
略
)

と
こ
こ
に
も
知
恩
院
長
老
云
々
と
出
て
い
る
。

然

し
誓
阿
を

「
當
住
」
と
冠
し
て
は
い
る
が
觀
應
二
年

(
一
三
五
一
)
の
正
月
は
知
恩
院
で
ば
ま
だ
第
十
世
西
阿

の
在
住
時
代
で
あ
る
。

誓

阿
は
そ
の
孫
弟
子
で
あ
つ
た
が
、
既
た

相
當
の
力
を
も
つ
て
い
て
本
願
寺
に
助
成
し
た
と
想
は
れ
る
し
、
隨
て
誓
阿
と
存
覺
ど
の
問

に
親
交
の
あ
つ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で

『存
覺
袖
日
記
』
四
三

畝

」

に



黒
谷
四
十
八
卷
繪
詞

杉
原
四
孚
紙
五
行
定

箜

攣

磐

弛

三
+
六
丁

・

第
二

讐

彎

刋

三
+
九
丁

第
三

彎

山総

芻

四
+
手

第
四

讐

誌

甥

五

+
丁

第
五

廴

第
六

第
七

第
八

第
九

鯔
響

毳

募

六
+
二
丁

,

第
+

齬

拱

勞

刋

三
+
八
丁

と
記
さ
れ
て
い
る
如
く
知
恩
院
所
藏

の
四
十
八
卷
傳

(現

.
國
寶
)
を
書
寫
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
四
十
八
傳
卷
が
果

當
鰊
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

一
五



一
六

し
て
知
恩
院
本
や
否
や
に
つ
い
て
は
既
に
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
第
四
十
四

・
四
十
五
合
卷

(西
本
願
寺
所
藏
の
黒
谷
聖
人
繪
詞
拔
書
書
)

ー
天
文
五
年
の
證
如
上
人
筆
ー

に
論
考
す
み
で
あ
る
。

此
の

『
存
覺
袖
日
記
』
の
記
事
あ
る
に
よ

つ
て
知
恩
院
本

(原
本
)
が
誓
阿
時
代
に
既
に
完
成
し
て

い
た
証
拠
と
も
な
り
得
た
の
で

あ
る
・

(拙
著

『法
然
上
人
繪
傳
の
研
究
』
一
三
七
頁
)

ま
た
誓
阿
と
四
十
八
卷
傳
ど
の
因
縁

の
深

い
こ
ど
も
知
り
う
る
次
第

で
あ
る
。
吏

に
誓
阿
と
本
願
寺
と
の
關
係
の
重
な
り
を
も
知
る
べ
き
で
あ
る

(
こ
の
こ
と
は
本
願
寺
史
第

一
卷
一二

六
頁
掲
出
)

五
、

知
恩

院

と

の
契

約

状

應
永
+
四
年
六
月
に
往
生
鑒

五
代
篝

入
阿
(知
恩
院

第
十
八
世
)
が
隆
阿

(鰤
掘

世
)
籥

(
蜘
褫

)
の
加
剣
に
よ
つ
て
知
恩
院
荏

生

院

と
の
關
係
の
深

い
こ
と
を
示
す
契
約
歌
を
と
り
交
付
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(本
歌
は
昭
和
+
一
年
七
月
二
+
日
付
淨
土
宗
宗
寶
指
定
)
。

師

ち

定

知
恩
院
與
當
麻
往
生
院
と
の
契
約
状
之
事

一
、
知
恩
院
の
住
持
往
生
院
に
器
量
あ
ら
ば
相
共
に
談
合
し
て
定
む
べ
き
事

一
、
往
生
院
住
持
知
恩
院
に
器
量
あ
ら
ば
是
を
定
む
べ
き
事

一
、
御
影
堂
之
衆

の
中
に
不
義

の
仁
あ
ら
ば
衆
と
し
て
罪
科
す
べ
き
事

一
、
不
義
之
仁
御
影
堂
の
衆
と
し
て
成
敗
叶
わ
ず
知
恩
院
よ
り
し
て
こ
れ
を
沙
汰
せ
ら
る
べ
き
事

一
、
此
兩
寺
に
お

い
て
永
代
水
魚
の
思
を
な
し
て
こ
の
旨
を
相
共
に
不
可
背
之
事

'



如
是

の
契
約
者
知
恩
院

の
住
持
誓
阿
上
人
者
當
麻
御
影
堂
の
開
由
な
り
、
此
い
わ
れ
に
よ
つ
て
か
く
の
こ
ど
く

の
條
々
所
定
如
件

麋

+
四
嘉

六
月
二
+
吾

住

持

入
阿

御
剣

善
光
坊

法
阿

到

金
輪
寺

良
阿

到

隆
阿

到

淨
法
寺

林
阿

剣

等
阿

到

安
養
寺

空
禪

剣

と
な
つ
て
い
る
。

次
に
降
つ
て
江
戸
時
代
に
雄
譽
靈
巌
上
人
定
書
が
下
さ
れ
て
い
る
。
師
ち

雄
譽

在
御
剣

定

一
、
當
麻
淨
土
宗
曼
陀
羅
堂
佛
事
勤
行
無
闕
如
可
被
執
行
事

一
、
毎
歳
元
日
曼
陀
羅
堂
出
仕
滿
勤
行
、
護
念
院
念
佛
院
此
兩
院
並
衆
僭
則
往
生
院
に
奉
安
置
元
租
前
參
勤
禮
拜
、
拜
小
經

一
卷
不

移
時
刻
住
持
江
可
禮
儀
事

一
、
往
生
院
よ
り
兩
院
江
者
日
申
勤
行
過
可
返
禮
事

一
、
法
事
作
善
三
ケ
寺
會
合
之
節
、
不
謂
老
若
可
爲
往
生
院
住
持
導
師
事

當
痲
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

一
七



一
八

一
、
往
生
院
住
持
不
論
出
世
之
遲
速
於
大
和
國
中
は
可
爲
座
上
事

一
、
往
生
院
之
儀
禮
寺
中
爲
淨
教

一
派
之
首
頭
上
者
萬
事
に
付
仕
置
相
談
別
而
可
被
相
計
之
事

一
、
敬
上
慈
下
不
可
亂
沙
門
之
法
儀
事

右
往
生
院
之
儀
本
寺
第
十
二
世
誓
阿
上
人
御
開
基
、
日
域
元
祀
直
作
之
形
像
誓
阿
上
人
彼
院
に
被
奉
住
持
移
之
候
、
此
形
像
雖
本
寺

之
御
堂
安
置
候
深
妙
不
思
議
七
度
之

叡
夢
並
誓
大
和
筒
高
貴
僣
侶
靈
夢
事
不
知
其
數
由
、
教
祀
語
分
明
候
、
因
茲
任
去

應
永
十

四
年
六
月
日
本
寺
十
八
代
先
到
之
旨
、
爲
永
代
中
相
續
今
度
潤
色
而
申
遣
候
、
不
可
混
餘
寺

宗
門

一
派
之
衆
僭
堅
可
相
寺
此
旨
、
若
於
違
背
在
之
は
可
被
及
本
寺
之
沙
汰
者
也
、
仍
下
知
如
件

菓

+
四
年
ガ

±

月
+
九
日

本
山
知
恩
院
役
者

良
正
院

宗
把

剣

同

常
稱
院

九
達

剣

同

忠
岸
院

源
蔡

到

同

本
覺
寺

深
譽

剣

同

淨
善
寺

天
譽

剣

往
生
院
住
持
廿
四
代

雲
譽
上
人

尚
ほ
往
生
院
は
通
稱

「當
麻
奥
院
」
と
な
つ
て
い
る
。
是
れ
は
當
麻
寺
の
奥
院
で
は
な
く

「
知
恩
院
の
奥
院
」
で
あ
る
と
い
う
。
邸

ち
往
生
院
は
上
述
の
如
く
知
恩
院
住
職
が
退
隱
し
て
入
寺
さ
れ
、
殊
に
御
本
尊
元
組
上
人
御
影
、
勅
修
御
傳
の
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
由

緒
に
よ
つ
て
上
掲
の
契
約
状
や
靈
巖
上
人
御
定
書
が
交
付
さ
れ
て
居
り
此
の
寺
の
住
持
は
特
に
紫
の
法
衣
を
被
着
し
金
襴
の
袈
裟
を
掛



け
る
と
い
う
江
戸
時
代
に
あ
つ
て
餘
程

の
格
式
が
與
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
今
知
恩
院

の

『來
翰
留
書
』
寳
暦
七
年
九
月

の
項

に
よ
る
と
、
そ
れ
を
確
か
に
認
あ
る
許
容
を
書
き
下
さ
れ
た
い
と
願

い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
印
ち

乍
恐
奉
願
口
上
書

一
、
當
麻
奥
院
御
本
山
十
二
世
誓
阿
上
人
之
御
代
七
度
之
依
御
告
夢
、
御
本
山
御
堂
御
安
置
之
大
師
御
尊
像
往
生
院
江
被
爲
奉
御
移
、

誓
阿
上
人
も
被
爲
遊
御
移
住
候
、
其
以
來
代
々
金
襴
衣
着
用
有
之
、
就
中
御
本
山
雄
譽
上
人
御
代
奥
院
廿
四
世
雲
譽
江
金
襴
衣
被

爲
下
置
、
依
御
免
許
同
廿
五
世
行
譽
金
襴
衣
を
懸
御
本
山
御
忌
中
出
勤
仕
候
、

四
百
五
拾
年
之
御
忌
御
法
事
中
同
廿
七
世
英
譽
金

襴
衣
に
而
出
勤
、
其
後
智
鑑
上
人
御
代
女
院
御
所
奥
院
靈
寳
御
照
覽
之
序
を
以
御
本
山
於
御
堂
開
張
有
之
候
處
、

依
仰
廿
七
世
英

譽
懸
金
襴
衣
高
座
之
上
に
而
靈
寳
及
披
露
候
事
、
別
紙
寫
書
奉
御
覽
入
候
、
因
茲
永
世
金
襴
衣
御
冤
許
之
御
事

と
奉
存
、

不
憚
從

前
々
表
曼
陀
羅
堂
之
法
會
、
自
院
於
常
行
茂
相
懸
勤
行
仕
候
、
定
而
御
許
容
御
下
駅
可
有
之
儀
ど
吟
味
仕
候
處
、
御
冤
許
之
御
事

と
前
々
6
之
書
付
而
己
に
而
御
本
山
之
御
許
容
状
不
相
見
候
入
阿
上
人
御
契
約
状
、
雄
譽
上
人
御
定
書
、
不
混
餘
寺
殊
に
御
本
山

之
奥
院
と
申
す
、
從
前
々
金
襴
衣
相
懸
御
冤
之
上
御
本
山
前
出
勤
仕
候
段
被
爲
御
聞
分
、
永
世
御
冤
許
之
御
下

状
被
爲
成
下
候
樣
、

今
般
奉
願
上
候
、
願
之
通
御
許
容
被
爲
成
下
候
者
前
住
共
に
難
有
奉
存
候
、
右
之
趣
宜
御
披
露
奉
願
上
候

以
上

寳
暦
七
丑
年
九
月

當
麻
奥
院

前
住

誠
譽

印

當
住

教
譽

印

而
し
て
明
治
に
な
つ
て
も
往
生
院
は
特
別
の
待
遇
を
總
本
山
知
恩
院
よ
り
授
與
せ
ら
れ
て
い
る
、
印
ち

當
麻

奥
院

大
和
全
國

一
汳
學
識
徳
望
之
僣
公
撰
ヲ
以
テ
昇
進
寺
ト
可
相
守
事

當
痲
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

一
九



、

-

二
〇

明
治
八
年
八
月
二
十
五
日

總
本
山
七
十
五
世

大
教
正
養
鷓
徹
定

國

團

其
の
後
明
治
廿
三
年
に
な

つ
て

奈
良
大
教
會
當
麻
中
教
會

奥
院

其
寺
儀

ハ
應
安
三
年
三
月
勅
許

二
依
リ
知
恩
院
安
置
ノ
宗
租
大
師
影
像
ヲ
遷
シ
同
院
十
二
世
誓
阿
上
人
ノ
開
基

ス
ル
所
ト
ス
、
特

二
勅
修
御
傳
ノ
副
本
宗
内
名
刹
ノ
隨

一
ナ
リ
、
仍
テ
宗
制
及
其
他
ノ
規
則
ヲ
遵
守
ス
ル
上

二
於
テ
古
來
ノ
慣
例

ヲ
保
持
シ
本
末

一

致
以
テ
宗
風
ヲ
宣
揚
ス
ヘ
シ

茲

二
宜
ハ由
緒
ヲ
證
明
ス

明
治
廿
三
年
八
月
七
日

淨
土
宗
管
長

日
野

靈
瑞

團

と
證
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

尚
ほ
大
永
四
年

(
一
五
二
四
)

正
月
元
祀
法
然
上
人
の
御
遺
徳
を
景
仰
せ
ら
れ
て
後
柏
原
天
皇
は
知
恩
院
第
廿
五
世
超
譽
存
牛
に
鳳

詔
を
下
し
近
畿
の
門
葉
を
參
集
せ
し
め
て

一
七
晝
夜
に
互
り

『御
忌
』
の
法
要
を
勤
修
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
知
恩
院
で
は
爾

來
毎
歳
正
月
十
九
日
よ
り
廿
五
日
ま
で
門
葉
相
參
集
し
て
奉
修
し
て
い
る

(明
治
十

一
年
よ
り
陽
暦
四
月
に
變
更
)
。
こ
の
光
榮
あ
る

法
要
は
淨
土
宗
獨
自
の
も
の
で
最
初
は
知
恩
院
の
み
の
奉
修
で
あ
つ
た
が
、
其
の
後
京
都
の
各
本
山
、
江
戸
増
上
寺
等

の
檀
林
で
も

一

々
許
可
を
得
て
奉
修
す
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
當
麻
往
生
院
は
知
恩
院

の
奥
院
た
る
由
緒
に
よ
り
夙
に
此

の

「御
忌
會
」
を

一
七
日
間

勤
修
し
て
來
て
い
る
。
今
は
陰
暦

一
月
か
ら
陽
暦
二
月
に
變
え
、
十
九
日
か
ら
廿
五
日
ま
で
あ
つ
た
の
を
廿
四
日

の
御
逮
夜
か
ら
廿
五



日

の
御
正
當
ま
で
御
影
堂
で
勤
修
さ
れ
、

こ
れ
に
は
當
麻
山
内
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
大
和

一
圓
の
淨
土
宗
寺
院
住
職
が
隨
喜
し
て
參

集

し
善
男
善
女

の
結
縁
す
る
も
の
も
多

い
の
で
あ
る
。

尚
ほ
も
と
く

知
恩
院
に
所
藏
せ
ら
れ
て
い
た
筈

の
寳
物
が
、
數
多
く
往
生
院
に
移
管
せ
ら
れ
て
い
る
、
上
記

の
御
影
と
勅
傳

の
他

に
元
租
上
人
撰
述
の

『
選
擇
本
願
念
佛
集
』
古
寫
本

一
冊
が
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
は
建
久
九
年
元
租
六
十
六
歳

の
春
の
撰
で
あ
る
が
、
原
本
は
九
條
兼
實
公
に
提
出
せ
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
本
書

の
奥
に
は

「元
久
元
年
十

一
月
廿
八
日
書
寫
了

願
以
此
功
徳
往
生

一
佛
土
而
己
口
口
口
」
と
記
さ
れ
て
、
寫
本
と
し
て
も
古
く
尚

ほ
且
つ
親
鸞
聖
人
が
元
祀
上
人
よ
り

『
選
擇
集
』
を

授

か
つ
た
元
久
二
年
閏
七
月
二
十
九
日
と
關
連
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(望
月
信
亨
博
士
論
考
)

と
云
は
れ
て

い
る
貴
重
な
史
料

で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

其
他

李
重
衝
よ
り
元
租
上
人

へ
膾
ら
れ
た
松
蔭
硯
、
元
租
上
人
御
使
用
と
考
え
ら
れ
る
栴
檀
數
珠
や
持
蓮
華
、
御
着
用
の
九
條
袈

裟
な
ど
の
什
寳
物
は
何
れ
も
誓
阿
上
人
に
よ

つ
て
知
恩
院
よ
り
移
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

(昭
和
四
四
・
一
〇
二
一百
)

當
嘛
往
生
院
と
知
恩
院
と
の
關
係

一二




